
 

 

 

研究制度評価個票（終了時評価） 
 

研究制度名 知財マネジメント強化 担当開発官等名 研究企画課 

連携する行政部局 食料産業局知的財産課 

研究期間 Ｈ30～Ｒ２（３年間） 関連する研究基本

計画の重点目標 

－ 

総事業費 0.8億円（見込） 

研究制度の概要 

 

 

農林水産研究においては、研究成果の社会実装を見越し、農林水産業・食品産業のビジネスモデルに

対応した戦略的な知的財産（※１）マネジメントを推進する観点から、平成28年に「農林水産研究にお

ける知的財産に関する方針」（農林水産技術会議決定）を策定したところ。 

本方針では、 

① 研究成果を、農林水産業・食品産業等の現場における事業としての活用を通じて、新たな消費者

価値の創出に結びつけ、社会に還元すること 

② 我が国の競争力強化が期待される技術について、他者への流出による模倣等を防ぐためのクロー

ズ領域と、他者に活用させるためのオープン領域を戦略的に形成し、競争力強化に確実に結びつ

けること 

の実現に向けた知的財産マネジメントを推進し、成果を適切に技術移転することを規定している。 

 

このことを踏まえ、我が国農業の国際競争力の向上等に向けて、研究成果の効果的な社会実装を推進

するため、平成30年度より、 

① 公的研究機関等が知的財産マネジメントを実施するにあたり、考慮すべき基本的な項目をとりま

とめた「農林水産業・食品産業の公的研究機関のための知財マネジメントの手引き」（以下「手

引き」という。）の策定（平成31年３月） 

② 手引きを活用した公的研究機関等への助言・指導 

を実施してきたところ。 

 

令和２年度においては、公的研究機関等への助言・指導を強化するとともに、知財侵害対応事例等を

調査し、手引きを充実することとしている。知財侵害対応事例等調査については、昨今、我が国で育成

された優良な植物新品種の意図せざる海外への流出事例等が発生する中、侵害への対応事例や、対策を

講じた事例を収集し、横展開していくことで公的研究機関等の知財マネジメントを向上させる。 

 

１． 研究制度の最終の到達目標（アウトプット目標） 

公的研究機関への知財専門家による相談等を通じて、全国の公的研究機関の知財に関する課題（共同

研究、ライセンス契約締結等）を30件以上解決 

 

２．事後に測定可能な研究制度のアウトカム目標（Ｒ３年） 

公的研究機関の知財マネジメント能力の向上により、例えば、種苗の流出による国内農産物の輸出機

会の損失の発生（イチゴの品種が韓国に流出した案件における輸出機会の損失額の試算（韓国のイチゴ

輸出量4000トン(2015年)を、日本からの輸出で代替できたとして推計）は、５年間で220億円）を防止

する。 

 

 

【項目別評価】 

 １．研究制度の意義 ランク：Ａ 

①研究制度の科学的・技術的、社会・経済的意義 

我が国の農林水産業・食品産業において、我が国の食文化に対する世界の関心の高まりとともに、ブ

ランドの活用による新たな価値の創出や海外への輸出による新たな市場開拓といった取組に対するニー

ズが顕在化している。このような中、「農林水産省知的財産戦略2020（平成27年農林水産省策定）」で

は、新たな消費者価値を創出し事業者価値につなげるビジネスモデルの構築とそれを支える知的財産マ

ネジメントの重要性が強調されており、研究開発においても戦略的な知的財産マネジメントを推進して



いくこととされている。 

また、近年、我が国で開発された植物新品種の海外での無断栽培が明らかになっており、このような

観点からも、研究開発段階から知財マネジメントを推進し、我が国の新品種を適切に保護し、我が国の

農業競争力を強化していくことが重要。 

農林水産研究においても、外部の知識・技術を積極的に活用する「オープンイノベーション」が重視

される中、「オープン･アンド･クローズ戦略（※２）」により、自らが持つ技術の価値を最大化する取

組が必要となっている。このため、研究開発によって得られた新品種や新技術を我が国の農林水産業の

競争力強化に結びつけていくためには、知財マネジメントを強化することが重要である。 

２．研究制度の目標（アウトプット目標）の達成度及び今後の達成可能性 ランク：Ｓ

①最終の到達目標に対する達成度

来年度実施。 

②最終の到達目標に対する今後の達成可能性とその具体的な根拠

令和元年度に実施している本制度研究において、公的研究機関等から寄せられた相談について、既に

30件以上知財に関する課題を解決している。令和２年度も引き続き専門家による相談を実施することか

ら、アウトプット目標は十分達成される見込み。 

３．研究制度が社会・経済等に及ぼす効果（アウトカム）の目標の今後の達成可能

性 

ランク：Ａ

①アウトカム目標の今後の達成の可能性とその具体的な根拠

令和元年度における本制度研究において、個別相談対応及び公的研究機関との意見交換の中で、公的

研究機関等の知財マネジメントの向上を図るほか、公的研究機関による海外への品種登録に関する相談

に対応しており、現時点において、本事業に関係して、海外に知財が流出し、大きな損失が生じたとの

情報は承知していない。また、食料産業局が、海外での品種登録に必要な費用への補助を行っていると

ともに、優良品種の海外流出防止の観点から必要な制度についても検討しているところであり、このよ

うな取組と本制度研究により、アウトカム目標の達成が見込まれると考えている。 

②アウトカム目標達成に向け研究成果の活用のために実施した具体的な取組内容の妥当性

専門的な相談に対応できるよう、日本弁護士連合会の支援の下に設立された知財専門弁護士の全国規

模のネットワークである「弁護士知財ネット」と連携して本制度研究を実施している。また、都道府県

への通知やメールマガジン等を通じて、相談窓口の周知を図っている。 

４．研究制度運営方法の妥当性 ランク：Ａ

①制度目標達成に向けた進行管理のために実施した具体的な取組内容の妥当性

本制度研究においては、公的研究機関等に対し、適切に知財マネジメントに関する助言・指導を実施

できる高度な専門的知識が求められた。このため、知財マネジメントに高度な専門的知見を有する者に

業務委託するとともに、事業実施に当たっては、定期的な打ち合わせを実施し、業務の適切な運用を図

った。これらのことより、進行管理のための取組内容は妥当であった。 

②制度目標達成に向けた研究予算の配分の最適化及び効果的な活用のために実施した取組内容の妥当性

本制度研究の実施機関を選定するに当たり、知財マネジメントに高度な専門的知見を有し、かつ効果

的・効率的な事業計画を作成した委託先を、企画競争によって選定した。このため、研究予算の配分の

最適か及び効果的な活用のための取組内容は妥当であった。 

【総括評価】 ランク：Ａ

１．研究制度全体の実績に関する所見 

・知財マネジメントは重要であり、公的研究機関の知財に関する相談を数多く解決している点を評価

する。

２．今後検討を要する事項に関する所見 



 
・組織のトップによるオープン・アンド・クローズ戦略の方針作りが重要であり、特に県レベルでの

知財方針を立てるよう、国が指導することを期待する。 

・知財マネジメントは継続性が重要であることから、継続するための仕組みを考えることを期待す

る。 

・公的研究機関の相談件数が多いのは良いことだが、知財への取組について地方ではばらつきがある

とのことから、件数（量）だけでなく、質の向上にも配慮して欲しい。 

 

 



[事業名] 知財マネジメント強化事業 

用  語 用 語 の 意 味 
※ 
番号 

知的財産 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出
されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可
能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務
を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報。 

 １ 

オープン･ア
ンド･クロー
ズ戦略

自ら保有する知的財産について、国際標準化を含めてオープンに活用するとともに
、守るべき技術をしっかり見極めて秘匿化・独占化する戦略 

２ 



○ 知財マネジメント強化（組替拡充） 【令和２年度予算概算決定額 27（27）百万円】

＜対策のポイント＞
我が国農業の国際競争力の向上等に向けて、研究成果の効果的な社会実装を推進するため、知財マネジメントの強化を図ります。
＜政策目標＞
○ 公的研究機関への知財専門家によるプッシュ型相談等を通じて、知財に関する課題を30件以上解決。

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究企画課（03-3501-4609）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．知財マネジメントの普及・啓発（継続）
○ 公設研究機関へ知財専門家を派遣（プッシュ型）し、知財マネジ
メントに関する課題を抽出するとともに、課題解決を図ります。

２．適切な知財マネジメントのためのツールの充実（新規）
○ 知財侵害対応等の事例を調査し、知見を収集した上で、平成30年
度事業により作成した「知財マネジメントの手引き」を充実します。

国 民間団体等
委託

＜事業の流れ＞

１．知財マネジメントの
普及・啓発

プッシュ型相談による
・啓発
・課題の抽出、解決

組織における
知財マネジメントの向上

２．適切な知財マネジメントの
ためのツールの充実

研究成果の効果的・効率的な社会実装

農林水産研究推進事業

侵害事例対応等事例調査
による手引きの充実

優良事例の横展開



研究開発 商品化・
事業化
事業展開農林水産研究における知的財産に関する方針は、

・農林水産技術会議が委託等により実施する研究開発

・農林水産省所管の国立研究開発法人が行う研究開発 において

① 農林水産業の現場等で活用されてこその研究成果との基本的な考え方
のもと、商品化・事業化に有効な知的財産戦略を研究開発の企画・立案
段階から描き、研究開発を効果的・効率的に推進

② 発明時における権利化・秘匿化・公知化や、権利化後の特許等の開放
あるいは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、事業の成功
を通じた社会還元を加速化する観点から最も適切な方法が採用されるよ
う、各研究機関における知的財産マネジメントの見直しを指導・支援

していくため、国立研究開発法人、大学、都道府県等公設試験研究機関、
民間企業等の研究機関が行うべき知的財産マネジメントの取組及び留意事
項を示すもの。

農林水産研究における知的財産に関する方針 平成28年２月決定
農林水産省農林水産技術会議



「知財マネジメントの手引き」（平成31年３月策定）の概要

平成30年度戦略的研究推進事業のうち知財マネジメントの強化支援委託事業により作成

項目 記載内容

1 知財マネジメントの在り方
・知財マネジメントを実施する目的

・知財マネジメント実施体制の整備 等

2 知財マネジメントの基盤の整備

・知財マネジメントに関する基本方針策定

・知的財産担当者の設置・人材育成

・マニュアル・規程の整備 等

3 研究開発前、研究開発中の知財マネジメント

・研究テーマの設定

・ビジネスモデルの検討

・共同研究契約の留意点 等

4 研究成果の保護と活用

・ライセンス契約の留意点

・海外出願の重要性と留意点

・侵害調査 等

5 事例集

・あまおう

・シナノゴールド

・茶葉とビワ葉による高機能発酵茶

・るりおとめ

・よつぼし

公的研究機関等のマネジメント層や知的財産担当者、研究者等が、知的財産マネジメントを実施
するにあたり、考慮すべき基本的な項目をとりまとめたもの。








